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24 定年延長について 

 

 令和５年度から定年引上げが開始されています。ここでは、事務処理に関わる給与とこれからの定年

齢の推移についてを取り上げます。 

 ※このページの内容は 令和４年 12月６日教職第 1398号の通知に添付されていた『福井県教職員の

60歳以後の働き方について』をもとに作成しています。 

 

＜給与について＞ 

○60歳に達した職員の給与水準 

 給料月額 ＝ 給料表の級号給の額 × 70% 

 ※60歳に達した次の年度からの適用 

 ※給料表の級号給は、60歳時のものを使用 

 

＜定年齢の推移＞ 

○令和５年の４月から定年を 65歳にする動きを段階的に行っていき、令和 13年４月で完成形となりま

す。 

 

 ・定年の前後で再任用の呼称が変わります。定年後の『再任用』は『暫定再任用』、定年前の『再任用』

は『定年前再任用短時間』となります。 

 

 


